
公 安 委 員 会
「質屋営業法施行規則等の一部を改正する

令和６年１月25日

長 官 官 房

内閣府令案」等について
生 活 安 全 局

説明資料No. 交 通 局

１ 趣旨

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会

形成基本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第63号。以下「改正法」

という。）の施行に伴い、質屋営業法施行規則（昭和25年総理府令第25

号）、警備業法施行規則（昭和58年総理府令第１号）等の改正を行うととも

に、新たに共同命令（国家公安委員会規則・国土交通省令）を制定するもの。

２ 概要

(1) 内閣府令案及び国家公安委員会規則案

改正法により、警備業法（昭和47年法律第117号）等において、認定を

受けたこと等を示す標識をインターネットにより公衆の閲覧に供すること

とされたことに伴い、警備業法施行規則等について、

○ 認定を受けたこと等を示す標識の様式

○ インターネットにより標識等を公衆の閲覧に供する方法

○ インターネットにより標識等を公衆の閲覧に供する義務の適用が除外

される場合

について定めるとともに、身分確認に用いる資料の例示として個人番号

カードを加えること等を内容とする改正を行う。

(2) 共同命令案

自動車運転代行業者について、インターネットにより標識を公衆の閲覧

に供する義務の適用が除外される場合について定めることを内容とする国

家公安委員会規則・国土交通省令を制定する。

３ 意見公募手続の実施結果

本内閣府令案等について意見公募手続（令和５年12月15日から令和６年１

月13日まで）を実施した結果、内閣府令案及び国家公安委員会規則案につい

ては12件、共同命令案については16件の意見が寄せられた。

４ 施行期日

改正法の施行の日（令和６年４月１日）。ただし、個人番号カードに関す

る改正については公布の日。
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公 安 委 員 会 「 警 察 法 施 行 令 の 一 部 を 令和６年１月25日

説明資料No. 改 正 す る 政 令 案 」 に つ い て 長 官 官 房

１ 改正の概要

○ 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年

法律第73号）の一部の施行に伴い、一般職の国家公務員に対する新たな

手当として「在宅勤務等手当」が設けられた。

○ これを受け、警察法施行令（昭和29年政令第151号）第２条第１号を

改正し、国庫が支弁する都道府県警察の経費として、警視正以上の階級

にある警察官に対する「在宅勤務等手当」に要する経費を新たに加える

もの。

※ 参考（在宅勤務等手当の概要）

「住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所におい

て、正規の勤務時間の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間

以上の期間について１か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員」を

対象に、月額３千円が支給されるもの。

２ 施行期日

令和６年４月１日
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公 安 委 員 会 「刑事に関する共助に関する日本国 令和６年１月25日
と ブ ラ ジ ル 連 邦 共 和 国 と の

説明資料No. 間 の 条約」への署名について 長 官 官 房

１ 交渉の経緯

「刑事に関する共助に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条

約」について、令和３年12月以降、２回の締結交渉を経て、令和５年６

月に実質合意に達し、それぞれの国における所要の手続を経て、今般署

名されることとなった。

なお、我が国は、これまでに米国、韓国、中国、香港、ＥＵ、ロシア

及びベトナムとの間で、刑事共助条約を締結している。

２ 条約の概要及び意義（略称：日・ブラジル刑事共助条約）

(1) 目的

刑事に関する共助の分野における日・ブラジル両国の協力を一層実

効あるものとすること。

(2) 共助の義務付け

外交ルートによる共助の場合、国際礼譲(※)に基づいて行われるた

め、必ずしも共助が実施されるとは限らないところ、この条約の締結

によって、日・ブラジル間では共助の実施が国際約束上の義務とな

り、一方の国からの共助請求が、相手国において一層確実に実施され

ることを確保できる。

※ 儀礼・便宜・好意等から、国家間に一般に行われている慣例

(3) 手続の迅速化

従来の外交ルートに代えて、両国でそれぞれ指定される中央当局

(日本:法務大臣若しくは国家公安委員会又はこれらがそれぞれ指定す

る者､ブラジル:法務治安省)が､相互に直接連絡することとなり、関連

する事務処理の効率化・迅速化が期待できる｡

(4) 共助の実施内容

物件（証拠となる書類、記録その他の物）の取得、捜索・差押え、

刑事手続に関する文書の送達等の共助の実施について規定されてい

る。

なお、この条約を実施するための立法等の措置は必要なく、国際捜

査共助等に関する法律等により行うことができる。

３ 今後の手続

署名後、日・ブラジル双方において国会承認が得られれば、外交上の

公文を交換した後、30日目に発効の予定。
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